
開 会 事務局長 
ただいまから令和２年度第 1１回神石高原町農業委員会総会を開会致し

ます。まず始めに会長より挨拶を頂きます。 

会長挨拶  （会長挨拶） 

 事務局長 

ありがとうございました。続きまして欠席者の報告ですが本日の欠席者

は８番美田雅彦委員以上の１名です。従いまして、農業委員会等に関す

る法律第２７条第３項の規定により在任委員数１４名中出席者は 1３名

でありますので過半数を超えております。総会が成立することをご報告

申しあげます。尚、議事の進行につきましては会議規則第３条の規定に

より会長にお願いします。 

議事録署名 

委員指名 
議 長 

それでは議事に入りますまでに、本日の議事録署名委員の指名をさせて

頂きます。５番髙原委員、６番石井委員にお願いします。 

第１号議案 議 長 
それでは議事に入ります。議案第１号「農地法第３条の規定による許可

申請について」を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 
ありがとうございました。担当推進委員による現地調査をお願いしてお

ります。３－２６の案件につきまして、山内推進委員お願いします。 

 １３番 

小畠地区担当の山内です。受付番号３－２６についてご報告します。場

所は役場より西の方角へ約１ｋｍの場所にあります。２月２２日に若林

委員とこの案件の申請者であります池本氏と私の三人で現地調査を行い

ました。譲渡人は高齢のため管理が困難であり譲渡することとしまし

た。譲受人は申請地が自宅近くにあり管理がしやすいので耕作地を増や

すこととしたそうです。土地登記簿謄本、公図の写し等添付されてお

り、また現地の状況を調査しまして問題ないものと思われます。ご審議

の程よろしくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。３－２７の案件につきまして、小田推進委員

お願いします。 

 １番 

安田仙養地区担当の小田です。受付番号３－２７について報告します。

場所は国道１８２号線沿いの旧井関郵便局から町道下井関寄定線を東へ

約５ｋｍのところにあります。調査日時ですが２月２３日に美田委員と

譲受人の吉永さん同行のもと調査しました。譲渡人は高齢であり耕作す

ることが困難となったため譲受人が譲り受けて農業経営の規模拡大を図

るものです。所有権移転されても何ら問題ないと思いますので、ご審議

の程よろしくお願いします。 

 議 長 

ありがとうございました。３－２８の案件につきましては１月に空き家

バンクに登録の段階で現地調査をお願い致しておりますので、今回は調

査依頼を致しておりません。 

続きまして３－２９の案件につきまして、横儀推進委員お願いします。 

 ９番 

草木、牧、田頭地区担当の横儀です。３－２９の案件について報告しま

す。２月２３日に城山委員とこの案件の代理人であります小山一人さん

と現地を調査しました。現地は旧二幸小学校南側約６００ｍ位のところ



にあります。先ほど言われましたように１２０９－１、１２０９－２、

１２１５、１２１６－２は山林化しておりました。１２１５と１２１６

－２は何年か前に B 判定で農業委員会から書類が来て今法務局へ手続き

を行っているとのことでした。１２０５と１２０６の田んぼは現状耕作

をされていませんが草刈り等されており、中山間地域に入っていまして

今後も作付けはしないけど手入れは行っていくということでした。以上

です。よろしくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。３－３０の案件につきまして、内藤推進委員

お願いします。 

 ５番 

豊松地区担当の内藤です。受付番号３－３０について報告します。場所

は豊松支所から北西に３ｋｍ位のところにありました。２月２０日に坂

井委員同行のもと譲渡人に聞き取り調査をしました。申請農地の譲渡人

は昨年から体調を崩されておりまして、高齢であり子供が農業をしない

ということで親戚に贈与することにしたそうです。どうか審議の程よろ

しくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。３－３１の案件につきまして、川上推進委員

お願いします。 

 １１番 

井関、大矢地区担当の川上です。受付番号３－３１について報告しま

す。２月２１日に私と立原委員と多賀正幸さんとで現地調査しました。

場所は１８２号線沿いの旧井関小学校から油木方面に１００ｍばかり下

ったところにあります。多賀さんの土地が隣にありまして一緒に管理す

るということです。何ら問題ないと思われます。審議の程よろしくお願

いします。 

 議 長 
ありがとうございました。報告が終わりました。ご意見、ご質問があり

ましたらお願いします。 

 事務局長 

補足でございますが、３－２９で横儀推進委員が言われました農業委員

会からの通知がきたというのは、現況写真でフラッグの立っていない土

地でございます。甲１２６１－１、乙１２１６につきましては平成１２

年に県のほうで転用許可が出ています。甲１２１８につきましては神石

高原町になってから平成２１年９月１８日の４－４で転用許可が出てい

ますので今回の３条申請にはありません。それと先ほど中山間地域に入

っていて作付けはしないと言われましたが、作付けしないと３条では認

められません。中山間のほうは草刈りだけでよろしいかと思いますが、

３条で認めた場合は経営ですので作付けをされなければいけない。３条

の申請があった場合は許可証を出す時に一作一年として三作はつけて下

さいというお願いをしているところでございます。先ほど言われました

１２０９－１、１２０９－２、１２１５、１２１６－２は本人さんにも

今回農業委員会で３条が認められなければ取り下げして頂いて、来月に

非農地証明を出すという相談を受けておりますので、今回経営が難しい

ということになれば取り下げて頂いて来月非農地証明を申請するという

運びになろうかと思います。また１２０６番の現況写真を見て頂いたら



分かるんですが、イノシシが掘り上げて水が溜まっている状況でござい

まして、１２０５番に近いところの一部は耕作できる状況かもしれませ

んが、上に行くほど耕作は難しいんではないかと思います。ご審議のほ

うよろしくお願いします。 

 ４番 
先ほど内藤局長から説明があって山林化しているよということで、農地

として考えにくいということでその件が確認したかっただけなんです。 

 事務局長 

今言われたところは現況写真の８、９、１０ページといったところにな

りまして、やる気になればできないことはないかもしれませんが、非常

に難しいんじゃないかという気がしておりまして、もし農業が三作難し

いようなら山林化しておりますので申請者の方が取り下げて非農地証明

を出すということは事前に説明しております。 

 議 長 １２０６番は１５２０㎡のうち１９８㎡が宅地ということ？ 

 事務局長 
１９８㎡が宅地です。丁１２１８に本宅があって道を隔てた向う側に倉

庫がありますのでこれが１９８㎡ではないかと思います。 

 議 長 １２０５番の６６７㎡は何かな？ 

 事務局長 

これは田です。一部公衆用道路が入っています。６６７㎡が田で５０㎡

が公衆用道路、町道だと思います。ここはまだ地籍調査が登記できてい

ませんのでこういったところがあるんではないかと思います。 

 ９番 

田頭地区は地籍調査が終わっていると思うんですが、この場合はどうな

るんですか？地籍調査が終わって法務局が登記したら現況通りの山林に

登記されると思うんですよ。 

 事務局長 

まだ法務局へ行っていないので、現状で非農地証明が出たら地籍はそれ

に合わせてもらわなくてはいけなくなります。前回出た牧のほうも申請

は国調登記前の地番で出されていましたけど、結局登記が出来まして４

筆になっているというところがありますので、申請が出たら法務局では

確認しております。ここはまだ法務局へ行っていませんので、こういっ

た状況になっていると思われます。 

 議 長 地籍のほうではどういう地目で整理している？ 

 事務局長 

地籍の場合は現況主義ですので、これは作れんなと思ったら原野にする

とかいうふうになっているのではないかと思います。課税が公衆用道路

とか宅地にしているところは分筆していると思います。ですが今回申請

者の方が国調の資料を見られておりません。法務局にも出されておらず

本人から３条の申請をされたので議案に上げさせております。 

 １３番 
横儀さんに確認ですが、下の４筆は中山間に入っていないということで

いいですか？ 

 ９番 入っていません。 

 １３番 

それでは今の４筆については非農地証明をご理解して頂くということで

取り下げてもらって、残りの筆については３条で通してもらうという形

でどうでしょうか。 

 ９番 本人さんと話しをしたところ山林化しているので地目を替えたいとおっ



しゃっていましたので、下の４筆はそれでいいと思います。１２０６番

は３条を通してもられるなら景観作物を植えてもらうよう話し合ってみ

たいと思います。 

 １３番 非農地証明は譲渡人がするんですか？ 

 事務局長 

非農地証明は譲渡人、所有者の方にして頂いて、うちのほうで証明証を

出したらそれをつけてまず地目を替えて頂きます。そして現地確認の後

地目が山林になったら農業委員会の許可はいりませんので、所有権移転

をして頂くという運びになろうかと思います。 

 議 長 それでようございますか？  

 全 員 よろしいです。 

 議 長 それではそのようにご指導をお願い致します。他にございませんか。 

 ９番 
３－３１も同じで作物を植えられないと考えられますので、ふれておい

た方がいいと思います。ここは作付けされるんですか？ 

 １１番 

１１番立原です。先ほどご指摘がありましたが、この法谷康明さんの農

地ですけどもすぐ横に１８２号線が通っています。元々は１８２号線を

またいで反対側のほうまで水田がありまして、国道工事の時に分断され

て残っていた土地です。隣接する多賀正幸さんの土地を草刈り管理され

ておったところ、ここに別々の筆があるじゃないかということで双方で

お話しをされて多賀正幸さんがこの土地を管理するということになり、

今回の案件が出てきたものです。作物を付けるというよりは畦畔の管理

をするということで私達は何ら問題ないと判断したんですが、よろしく

ご検討頂ければと思います。 

 事務局長 

今委員さんから説明がありましたが、国道に渡っての地番は地番が違い

ますので国道で分断された訳ではないと思います。道路の中に同じ地番

があったんだと思うんですが、本人に確認したのは１２７０番が多賀さ

んの土地でありまして、１２７１番が多賀さんの土地になればここを埋

めて一緒にして、畦畔で管理というと作付けではないので中々難しくな

ってきますので、１２７０番と一つにして作付けをすると伺っていま

す。 

 議 長 

他にございませんか。無いようですので採決に移らせて頂きます。 

３－２９の１２０９－１、１２０９－２、１２１５、１２１６－２につ

きましては今回取り下げて非農地の申請書を出して頂くということで、 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」申請通り許

可することに賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

第２号議案 議 長 
続きまして議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」

を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 ありがとうございました。担当推進委員による現地調査をお願いしてお



ります。４－２６の案件につきまして、山岡推進委員お願いします。 

 １４番 

１４番上、父木野担当の山岡です。４－２６、光末７７－５は県道吉舎

油木線を高蓋方面へ約３ｋｍ位走って左方向、父木野清瀧神社のほうへ

入ったところでございます。井上委員と２月２３日に当家の瀬尾一生様

３名立ち合いの元現地を確認いたしました。始末書等出ております通

り、昭和５５年より四十数年間と長きに渡り倉庫を設置され物置として

利用されております。現況として田に戻ることは不可能だと思いますの

で、審議の程よろしくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。報告が終わりました。ご意見、ご質問があり

ましたらお願いします。 

 １３番 

推測で申し訳ないんですが、どう見ても昔から田として作っていなく

て、農業用倉庫として届け出がなされているんじゃないかと思うんです

よ。そういうものについて４条の届け出が必要なのかと思うんですが。 

 事務局長 

届け出はされていませんし、本人さんが農業用倉庫ではありませんと言

われました。会社経営されておりましてその物置ではないかと思いま

す。４０年前ですと県のほうの許可になりますけど、うちの筆の中には

入れる気はありませんし、農業用倉庫ではありませんと言われましたの

で今回始末書をつけての申請とさせて頂いております。 

 １３番 そういうこともあるのかなという思いで言わせて頂きました。 

 議 長 

他にございませんか。無いようですので採決に移らせて頂きます。 

議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」申請通り許

可することに賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

第 3 号議案 議 長 
続きまして議案第 3 号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 

ありがとうございました。５－5９につきましては、先ほど説明がござ

いましたように、すでに三倉屋へ対しての５条許可を出しておりますが

SunSun の方に経営移譲されたようですので現地調査はお願い致してお

りません。また、５－６０につきましては、面積等の問題があり今回は

取り下げて登記完了後新たに再申請されるということで話しがついてい

るようですので、ご了解を頂きたいと思います。 

ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

 議 長 

無いようですので採決に移らせて頂きます。 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」申請通り許

可することに賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

第 4 号議案 議 長 続きまして議案第４号「農地法施行規則第１７条第２項の規定による指



定地区の登録申請について」を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 

ありがとうございました。担当推進委員による現地調査をお願いしてお

ります。６－４の案件につきまして、矢田貝推進委員報告をお願いしま

す。 

 ４番 

城山、西油木地区担当の矢田貝です。受付番号６－４について報告しま

す。場所は油木高校野球グラウンドから西へ５００ｍの場所にありま

す。２月２１日に小里委員と私とで調査しました。申請者の森永さんは

都合で来られないとのことでしたので連絡をして話しを聞きました。航

空写真綴りの１１ページの真ん中にある甲３００４番地が空き家バンク

に登録してある建物であります。申請地はそのすぐ下で草刈り管理はさ

れていますが作付けはされておりません。登録要件等問題ないものと思

われます。ご審議よろしくお願いします。 

 議 長 
ありがとうございました。説明が終わりました。ご意見、ご質問ありま

したらお願いします。 

 議 長 

無いようですので採決に移らせて頂きます。 

議案第４号「農地法施行規則第１７条第２項の規定による指定地区の登

録申請について」申請通り許可することに賛成の農業委員の方の挙手を

お願いします。 

（全員賛成） 

挙手全員でございますので申請通り許可することとします。 

第 1 号報告 議 長 
続きまして報告第１号「認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に

伴う農地転用について」を議題とします。説明をお願いします。 

  （事務局説明） 

 議 長 
報告が終わりました。ご意見、ご質問ありましたらお願いします。無い

ようでございます。報告事項でありますので申請通りとします。 

 議 長 以上で本日ご提案します議案については終了しました。 

  

午後２時４３分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

以上、議事の経過を記載し、その内容は相違ないことを証するた

め署名します。 
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